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第5節 形態規制等  

第2種住居専用地域については中高層住宅地としての良好な住環境の確  

保と適切な高度利用の可能性から10分の10，10分の15，10分の20，10分の  

30の範囲に定められている。   

住居地域，近隣商業地域，準工業地域，工業地域，及び工業専用地域の  

5種類の用途地域については，10分の20から10分の40までの3種の数値の  

いずれかが定められることになるが，下限が10分の20とされたのは上記の  

第1種住居専用地域の上限（10分の20）に連続させたものであり，10分の50  

以上の数値が採用されていないのほ，住宅地としては過密化を招き，好ま  

しい住環境が得られないこと，工業地としては，その本来の土地利用上，  

多大の容積を必要としないこと及び本来の土地利用に見合わないほど多大  

の容積率を認めると土地の商業的利用を招き，土地利用の混乱をきたすお  

それがあるためである。   

商業地域は10分の40から10分の100までの7種類の数値のうち一つが定  

められることになる。その性格上，土地の高度利用が必要であるが，一  

九過度の施設集中により公共施設との均衡を欠いて，交通渋滞，水不足  

等の事態を発生するおそれのあるほど高密度にすることは好ましくないの  

で，10分の40から10分の100での数値が採用されている。   

これらの容積率が，用途地域内の区域ごとにどのように定められるかに  

ついては，各都市における地域の特性，市街地の動向，公共施設の整備状  

況等により異なるが，用途地域の都市計画決定に関する方針基準が建設省  

都市局長通達により示されている（「用途地域に関する都市計画の決定基準につ  

いて」参照）。   

第2項   

昭和51年の改正により設けられた規定であり，建築物の敷地が容積率の  

制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合については，昭和51年以  

前は過半主義（敷地の過半が属する地域の制限を適用する。）を適用していたの  

を改めて，各地域に属する敷地の部分の面積比に基づいて加重平均により  

その建築物の容積率を算定することとしているものである。   

例えば，囲7－9のように，敷地の6割が容積率の制限が10分の20の地  

域にあり，残りの4割が10分の10の地域内にある場合は建築物の容積率の  
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弟7章 都市計画区域内の建築物の敷地等  

図7－8 延べ面積の敷地面積に対する割合Il／10の場合   

ただし，当該敷地に接する前面道路（前面道路が2以上の場合は幅負が最大  

なもの）の幅員が12m未満の場合には，幅員のメートル数に地域によって  

一定の数値を乗じた値が，都市計画で定められた数値（指定容積率）未満の  

場合は，その数値が規制値となる。このメーいレ数に乗じる数値は，住居  

系の用途地域（第1種住居専用地域，第2種住居専用地域及び住居地域）及び特  

定行政庁が都市計画地方客議会の議を経て指定する区域内においては10分  

の4，その他の地域若しくは区域においては10分の6とされている。例え  

ば，囲7－7のように指定容横率300％と定められた住居地域内において10  

敷地の接する前面道路の最大のものの幅員が6mの場合は6×4／10＝24／10  

となり，これは300％未満であるから10分の24の制限が働き，容積率は，  

10分の24以下としなければならない。   

表7－5に掲げるように，用途地域ごとに，当該用途地域に定めること  

のできる容帝率の限度は異なっているが，その理由は次のとおりである。   

第1種住居専用地域内については，10分の5から10分の20までの6種の  

数値のうち，各々の区域についていずれか一つの数値が都市計画で定めら  

れることになるが，本地域は専ら低層の住宅地の環境を保護するための地  

域であるから，あまり大きな容積を必要としない地域である。更に，本地  

域は絶対高制限10m又は12m（法第55条）に加えて，建べい率制限の最高限  

度が6割（法第53粂）であることから，容帯率の上限は10分の20（3階建×  

60％＝180％＜200％）とされている。  
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